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１．改善基準告示について

２．労働時間の上限規制について

３．時間外・休日労働に関する協定（36協定）届

の様式改正について

４．各種支援策



拘束時間と休息期間の定義について
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▸ 拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。

▸ 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。

作業時間（運転・整備・荷扱い等）

手待ち時間（荷待ち等）
休憩時間

（仮眠時間を含む）

労働時間
（時間外労働時間・休
日労働時間を含む。）

拘束時間

拘束時間

休息期間

拘束時間

休息期間

24:00 終業

8:00 始業

23:00 終業

7:00 始業

１日（始業時刻から起算して24時間）の拘束時間の上限は16時間
（この事例だと、１日目の8:00～23:00と２日目の7:00～8:00が１日の拘束
時間となる。計16時間）

【１日目】

【２日目】
勤務終了後の休息期間は８時間以上
（この事例だと、１日目の23:00～２日目の7:00が休息期間となる。計８時間）

例

24
時
間

15時間

1時間

8時間



1年、１か月の拘束時間

【年間の総拘束時間３,３００時間という時間設定について】
法定労働時間、労働した場合の１か月あたりの拘束時間は
１年間の法定労働時間︓４０時間 ×５２週＝２,０８０時間
１年間の休憩時間 ︓ １時間×５日×５２週＝ ２６０時間
（２,０８０時間＋２６０時間）÷１２か月＝１９５時間
３,３００時間÷１２か月＝２７５時間
２７５時間－１９５時間 ＝ ８０時間
３,３００時間という時間設定は、１か月当たりの時間外労働・休日労働

が 80 時間になる水準
※ この計算は、事業場ごとの所定労働時間や休憩時間の違いや、月の
日数の違いを考慮していないため、あくまでも「目安」です。

現 行

▸ 拘束時間は、１か月について２９３時間を超えな
いものとする。

▸ ただし、拘束時間の延長に関する労使協定がある
ときは、１年のうち６か月までは、１年間について
の総拘束時間が３,５１６時間を超えない範囲内に
おいて、１か月の拘束時間を３２０時間まで延長
することができる。

改 正 後
【原則】
▸ 拘束時間は、年間の総拘束時間が３,３００時間、かつ、
１か月の拘束時間が２８４時間を超えないものとする。

▸ ただし、拘束時間の延長に関する労使協定により、年間
６か月までは、年間の総拘束時間が３,４００時間を超えな
い範囲内において、
１か月の拘束時間を３１０時間まで延長することができ
るものとする。この場合において、１か月の拘束時間が
２８４時間を超える月が３か月を超えて連続しないもの
とし、１か月の時間外・休日労働時間数が１００時間未
満となるよう努めるものとする。

【例外】
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【注意】１か月の拘束時間は９時間短縮︖
１か月の拘束時間の改正前後の差︓２９３時間－２８４時間＝９時間
毎月、上限の拘束時間（労使協定なし）を１２か月続けると
現行 ２９３時間 × １２か月＝３５１６時間で改善基準内
改正後 ２８４時間 × １２か月＝３４０８時間で改善基準超過
仮に、年間の総拘束時間を各月で平準化した場合でみてみると、
改正後 ３３００時間 ÷ １２か月＝２７５時間
現行の上限２９３時間との差は

２９３時間 － ２７５時間＝１８時間



改正の内容（１か月の拘束時間）

【例１】（１か月の拘束時間の原則）

【例２】（１か月の拘束時間の例外）

年間６か月まで、年3,400時間以下で、月310時間
まで延長可能。

270
274

270

260
265 265

284
280

284 284
280

284

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

月284時間

290 290 290
280

270
260

270

310
300 300

264
276

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

年合計
3,300時間

年3,300時間以下かつ月284時間以下

月310時間

月284時間

年合計
3,400時間

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

月284時間超えは連続３か月まで。
月284時間超えの月（①～⑥）は、時間外・休日労働
が100時間未満となるよう努める。

※拘束時間の延長に関する労使協定の締結が必要

5



１箇月及び１年の拘束時間の延長に関する労使協定書（例）
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１年の上限︓3,400時間
１箇月の上限︓310時間

284時間超は連続３か月まで

284時間を超えることが
できるのは年６か月まで

拘束時間の延長に関する協定書は、労働基準
監督署に届け出る必要はありません。
※就業規則や36協定と同様に、労働者が見や
すい場所に掲示する等の方法で労働者に周知
してください。

【 労使協定で定める事項 】
・ 協定の対象者
・ １年について、各月及び年間合計
の拘束時間
・ 協定の有効期間
・ 協定変更の手続



１日の拘束時間
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改 正 後現 行

▸ １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延長する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１６時間とする。
この場合において、１日についての拘束時間が１５
時間を超える回数は、１週間について２回以内とす
る。

① １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延長する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１５時間とする。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべ
て長距離貨物運送（※１）であり、かつ、一の運行
（※２）における休息期間が住所地以外の場所に
おけるものである場合、当該１週間について２回に
限り最大拘束時間を１６時間とすることができる。

③ ①②の場合において、１日についての拘束時間が
1４時間を超える回数をできるだけ少なくする
よう努めるものとする。

【原則】

【例外】

※１ 一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。

※２ 自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着
するまでをいう。



１日の休息期間
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改 正 後現 行

▸ 勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与える。 ① 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう
努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものと
する。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべて
長距離貨物運送であり、かつ、一の運行に
おける休息期間が住所地以外の場所におけるものである
場合、当該１週間について２回に限り、継続８時間以上
とすることができる。この場合において、一の運行終了
後、継続１２時間以上の休息期間を与えるものとする
（※）。

【原則】

【例外】

※ 一の運行における休息期間のいずれかが９時間を下回る場合に
は、
当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものと

する。



改正の内容（１日の拘束時間・休息期間の原則）

【例】１日の拘束時間・休息期間の原則（改正後）
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改正の内容（１日の拘束時間・休息期間の原則）

【例】１日の拘束時間・休息期間の原則（改正後）
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改正の内容（１日の拘束時間・休息期間の原則）

拘束時間
13時間

休息期間
11時間

23:00 10:0010:00

始業 終業 始業

【例】１日の拘束時間・休息期間の原則（改正後）

13時間以下 最大拘束15時間

拘束時間
15時間

休息期間
９時間

1:00 10:0010:00

始業 終業 始業

基本 継続11時間以上
下限 継続 9時間
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・１週間における運行 が
がすべて長距離貨物運送（走行
距離450㎞以上）

・一の運行中における休息
期間 が、住所地以外の場所

・一の運行終了後の休息期間
は継続12時間以上

改正の内容（１日の拘束時間・休息期間の例外）

拘束時間 13時間 休息期間 11時間月曜

火曜

水曜

金曜

土曜

日曜

16時間①

16時間②

終業19︓00

12時間

始業7:00

終業19:00

12時間

13時間

12時間

休日

始業７:00

始業7:00

終業20:00

８時間②

終業23︓00

11時間

始業７:00

12時間

始業7:00

８時間①

終業23:00

始業7:00 終業20︓00

事業場到着
18︓00

事業場出発
8︓00

事業場到着
18︓00

【例】１日の拘束時間・休息期間の例外（改正後）
１週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合は、
当該１週間について２回に限り、最大拘束時間は16時間とし、休息期間は継続８時間以上。

木曜

事業場出発
8︓00
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基本

改正の内容（休息期間の考え方）

改正前 改正後
〇継続８時間以上の休息期間 〇継続11時間以上の休息期間を

与えるよう努めることを

〇継続９時間を下回らない

基本

※「基本」である11時間以上の
休息期間が確保されるよう、
労使の自主的な改善に向けた
努力が必要とされる。

※上記のような勤務
になるよう自主的
改善の努力が必要

【例】

9:00

13



運転時間、連続運転時間
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改 正 後現 行

《運転時間》
▸ 運転時間は、２日を平均し１日当たり９時間、２週
間を平均し１週間当たり４４時間を超えないものと
する。

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間（１回が連続１０分以上で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。）は、
４時間を超えないものとする。

《運転時間》
▸ 現行どおり

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間(１回が概ね連続１０分以上（※）で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、
４時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原
則休憩とする。
（※）通達において、１０分未満の運転の中断が３回以上連続する

場合は「概ね連続１０分以上に該当しない。」とされている。

▸ ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に
駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続
運転時間が４時間を超える場合には、３０分まで延
長することができるものとする。

【原則】

【例外】



改正の内容（連続運転時間）
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【例】連続運転時間の原則（改正後）

運転時間 中断

運転時間 運転時間 運転時間

概ね
10分以上

【例】 連続運転時間の例外（改正後）
20分 10分 ※ＳＡ・ＰＡ等に駐車できず、やむを

得ず連続運転が４時間を超える場合、
30分まで延長が可。

合計30分以上

1時間40分

35分

２時間

①

②

概ね
10分以上

合計4時間以内

③

運転時間 中
断 運転時間中

断 運転時間 中
断

運転時間 中断 運転時間 中
断

概ね
10分以上

運転時間 運転時間中断 中
断

運転
時間

中
断

4時間以内

30分以上

概ね
10分以上

概ね
10分以上

合計30分以上

合計4時間以内

合計4時間15分

※運転の中断 は、原則休憩。

※運転の中断は、１回概ね連続10分以
上。



例外的な取扱い
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新 設

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、
客観的な記録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間
の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができることとする。

▸ 勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
（※）休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

（具体的な事由）
ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合



予期し得ない事象の考え方について（トラック）
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▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し（ア～エに掲げる場合に限る）、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記
録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要し
た時間を除くことができることとする。ただし、勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
(※) 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

考 え 方

• 拘 束 時 間１８時間 ⇒ １８時間 － ３時間 ＝ １５時間（１日の拘束時間の基準を満たす）
（ただし、賃金支払いの対象とすべき労働時間は、18時間－休憩時間）

• 運 転 時 間１２時間 ⇒ １２時間 － ３時間 ＝ ９時間 （前後の日のいずれかが９時間以下なら基準を満たす）
• 連続運転時間７時間 ⇒ ７時間 － ３時間 ＝ ４時間 （連続運転時間（４時間以下）の基準を満たす）

▸ 予期し得ない事象に対応した時間について、１日の拘束時間、運転時間、連続運転時間から除くことができるが、１年・１か月の拘束時間
から除くことはできない。

▸ 予期し得ない事象に対応した場合、勤務終了後は、通常どおりの休息期間を与える必要がある。

拘
束

運
転

6:00 7:00 14:00 16:00 17:00 20:00 21:00 24:00

（例） 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合（ウ）
３時間事

故

３時間

10:00

18時間

道路封鎖、渋滞への対応に要した時間

７時間 ２時間

23:00

中
断
10
分

中
断
10
分



特例①（分割休息）

16:00

3:00 10:00

終業 始業

【例】（改正後）

▸ 業務の必要上、勤務終了後継続８時間以上の休息期間を与える
ことが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回
数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時
間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
当たり継続４時間以上、合計１０時間以上でなければならない
ものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必
要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度とする。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。

現 行
▸ 業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（※）の休息期間
を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における
全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及
び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとす
る。
（※）長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、１週間における運

行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間
が住所地以外の場所におけるものである場合は継続８時間以上

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
回当たり継続３時間以上、合計１０時間以上でなければならな
いものとする。

▸ なお、一定期間は、１か月程度を限度とする。
▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるが、３分割さ
れた休息期間は１日において合計１２時間以上でなければなら
ないものとする。

▸ この場合において、休息期間が３分割される日が連続しない
よう努めるものとする。

改 正 後

始業
10:00 17:00 20:00 3:00

始業
10:00

7時間 3時間 7時間 7時間

4時間 4時間 4時間 3時間 4時間 5時間

・１回当たり継続３時間以上、合計10時間以上
・３分割の場合は、合計12時間以上

拘束時間 休息期間

始業
10:00 14:00 18:00 22:00 1:00 5:00

始業
10:00

18



復路（途中運転交代）往路（途中運転交代）

特例②（２人乗務）

19

現 行

改 正 後

【例】（改正後︓ア・イの要件を満たす車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合）

最大拘束時間28時間以下

労働時間
12時間

(運転、荷待ち等)
休息期間
11時間

始業 終業
休息期間11時間以上

1:00 9:0013:00 17:00

▸ 自動車運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。）
においては、最大拘束時間を２０時間まで延長することができる。また、休息期間は４時間まで短縮することができる。

▸ 現行どおり
▸ ただし、当該設備が次のいずれにも該当する車両内ベッド又はこれに準ずるもの（以下「車両内ベッド等」という。）であるときは、拘
束時間を２４時間まで延長することができる。
また、当該車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を２８時間まで延長することができる。
この場合において、一の運行終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるものとする。
ア 車両内ベッドは、長さ１９８cm以上、かつ、幅８０cm以上の連続した平面であること。
イ 車両内ベッドは、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

労働時間
８時間

(運転、荷待ち等)

拘束時間 合計28時間

仮眠時間
８時間



特例③（隔日勤務、フェリー）

20

改 正 後現 行

【隔日勤務の特例】
▸ ２暦日における拘束時間は、２１時間を超えてはならないものとする。
▸ ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、
夜間に４時間以上の仮眠時間を与える場合には、２週間について３回を限
度に、この２暦日における拘束時間を２４時間まで延長することができる
ものとする。この場合においても、２週間における総拘束時間は１２６時
間（２１時間×６勤務）を超えることができないものとする。

▸ 勤務終了後、継続２０時間以上の休息期間を与えなければならないものと
する。

【フェリー特例】
▸ フェリー乗船時間は、原則として、休息期間として取り扱うものとする。
▸ 与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ず
ることができる。
ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの
間の時間の２分の１を下回ってはならないものとする（※１）。
（※１）２人乗務の場合を除く
なお、フェリー乗船時間が８時間（※２）を超える場合には、原則として
フェリー下船時刻から次の勤務が開始されるものとする。

（※２）２人乗務の場合には４時間、隔日勤務の場合には20時間

【隔日勤務の特例】
▸ 現行どおり

【フェリー特例】
▸ 現行どおり
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時間外労働・休日労働に係る上限規制の概要（一般）

時間外労働・休日労働に係る上限規制の概要（自動車運転の業務）
（改正前） （改正後）R06.4.1～

１年間＝12か月 １年間＝12か月

残業時間(原則)
月45時間

年360時間

【注意】対象期間が３か月を超える１年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については１か月42時間、１年320時間です。

【注意】対象期間が３か月を超える１年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については１か月42時間、１年320時間です。

22



３６協定の締結に当たってご留意いただく事項
労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針

（平成30年厚生労働省告示第323号）

POINT
〇時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。（第２条︓労使当事者の責務）
〇使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと。
労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意。（第３条︓使用者の責務）

〇時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすること。（第４条︓業務区分の細分化）
〇臨時的な特別の事情がなければ限度時間（月４５時間・年３６０時間）を超えられないこと。
限度時間を超える必要がある場合は、できる限り具体的に定めること。
限度時間にできる限り近づけること。（第５条︓限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっての留意事項）

〇１か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を超えないよう努めること。
（※）１週間︓１５時間、２週間︓２７時間、４週間︓４３時間 （第６条︓１か月に満たない期間において労働する労働者についての延長時間の目安）

〇休日労働の日数・時間数をできる限り少なくするよう努めること。（第７条︓休日の労働を定めるに当たっての留意事項）
〇特別条項付き３６協定で定める健康福祉確保措置は、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいこと。

① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。 （第８条︓健康福祉確保措置）
② 深夜労働の回数を１か月について一定回数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。（勤務間インターバル）
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換すること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

※限度時間の適用除外業務（研究開発業務）でも、限度時間を勘案し、上記の健康福祉確保措置を協定するよう努めること。（第９条）

特別条項で延長する場合、月末２週間と翌月初２週間の４週間に１６０時間の時間外労働を行わせるといったような、
短期に集中して過重な労働となることは望ましくないことに留意︕

健康確保措置の実施状況に関する記録は、協定の有効期間満了後３年間保存しなければならない。（労基則第１７条第２項）︕
23



１．改善基準告示について

２．労働時間の上限規制について

３．時間外・休日労働に関する協定（36協定）届

の様式改正について

４．各種支援策



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）届の様式について

25

令和６年４月１日以降に使用する36協定届の様式一覧

様式 備考

①様式第９号 ③～⑨に該当しない事業場

②様式第９号の２ ③～⑨に該当しない事業場（特別条項）

③様式第９号の３ 新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務

④様式第９号の３の２ 工作物の建設の事業（災害時における復旧・復興の事業に限る。）が含まれている場合

⑤様式第９号の３の３ 工作物の建設の事業（災害時における復旧・復興の事業に限る。）が含まれている場合
（特別条項）

⑥様式第９号の３の４ 労働者に自動車運転の業務を行う者が含まれている場合

⑦様式第９号の３の５ 労働者に自動車運転の業務を行う者が含まれている場合
（特別条項）

⑧様式第９号の４ 労働者に特定医師が含まれている場合

⑨様式第９号の５ 労働者に特定医師が含まれている場合（特別条項）

事業場の人員体制によっては、①若しくは②で36協定を届け出ることがある。

（例）自動車運転者が在籍していない営業所等で、事務職、荷役作業員等に係る36協定を届け出る場合

※⑥及び⑦は、「36協定の対象労働者に自動車運転の業務を行う者が含まれている場合」と定められているため（労基則第70条）。 25



事業場の労働者の在籍状況
（36協定の対象労働者） 様式の組合せ

・自動車運転者
・自動車運転者以外
の者

①様式第９号の３の４

（特別条項を定める場合）
②様式第９号の３の５
※従来のように、別途様式
第９号若しくは第９号の２
を届け出る必要はない。

・自動車運転者のみ
（自動車運転者以外の者が
在籍していない場合等）

①様式第９号の３の４

（特別条項を定める場合）
②様式第９号の３の５

・自動車運転者以外
の者のみ
（自動車運転者が在籍
していない場合等）

①様式第９号

（特別条項を定める場合）
②様式第９号の２

労働基準監督署に届け出る3 6 協定届

26

～こう変わります～

～令和６年３月31日 令和６年４月１日～
事業場の労働者の在籍状況
（36協定の対象労働者） 様式の組合せ

・自動車運転者
・自動車運転者以外
の者

①様式第９号
＋様式第９号の４

（特別条項を定める場合）
②様式第９号の２
＋様式第９号の４

・自動車運転者のみ
（自動車運転者以外の者が
在籍していない場合等）

様式第９号の４

・自動車運転者以外
の者のみ
（自動車運転者が在籍
していない場合等）

①様式第９号

（特別条項を定める場合）
②様式第９号の２



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）届の様式について

27



時間外労働・休日労働に関する協定書（例）

28



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）届の様式改正について
（新旧様式の比較） 特別条項を定めない場合

29

（旧様式）～R6.3.31 （新様式）R6.4.1～ 「様式第９号の３の４）

① 「延長することができる時間数」
１日、１箇月、１年について延長することができる時間

② 「起算日（年月日）」欄の追加

③ 「労働させることができる法定休日の日数」欄と
「労働させることができる法定休日における始業
及び終業時刻」欄の分離

④ 「チェックボックス」欄の追加

②
①

③④

29



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）の限度時間
特別条項を定めない場合

30

１か月 １年

限度時間 45時間
（42時間）

360時間
（320時間）

（ ）は３か月を超える対象期間を定める１年単位の変形労働時間
制を採用している場合の限度時間。

特別条項を定めない場合は様式第９号の３の４を使用。

限度時間（左記）の範囲内で労使協定を締結する。



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）の記載例
特別条項を定めない場合

31



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）届の様式改正について
特別条項を定める場合（１ページ目）

32

（旧様式）～R6.3.31 （新様式）R6.4.1～ 「様式第９号の３の５」

１ページ目については、特別条項を定めない場合の36協定届と
おおむね同じ内容（P29を参照。）。



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）届の様式改正について
特別条項を定める場合（２ページ目︓新設）

33

① 「自動者の運転の業務に従事する者以外の者」を記載する欄
（例）事務職、荷役作業者等
※限度時間を超えて労働させる場合の割増賃金率も記載して
ください。

② 「自動車の運転の業務に従事する者」を記載する欄
※限度時間を超えて労働させる場合の割増賃金率も記載して
ください。

③ 限度時間を超えて労働させる場合における手続等を記載する欄

④ 「チェックボックス」欄

⑤ 「起算日」欄

１か月 １年

原則 45時間
（42時間）

360時間
（320時間）

特別条項
（自動車運転者以外）

100時間未満
（休日労働含む。）

720時間
（休日労働含まない。）

・複数月平均80時間以内（休日労働含む。）
・特別条項適用回数は年６回まで

特別条項
（自動車運転者）

‐ 960時間
（休日労働含まない。）

・複数月平均に係る上限はない。
・特別条項適用回数に制限はない。

①

②

③
④

⑤

上限時間（上記）の範囲内で特別条項を定める。



時間外労働・休日労働に関する協定（3 6 協定）の記載例
特別条項を定める場合

34
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各種支援策 助成金のご案内

36

厚生労働省 働き方改革特設サイト 支援のご案内

ホーム ＞ 助成金のご案内
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/subsidy.html

全業種向けの
「働き方改革推進支援助成金」
「業務改善助成金」
「キャリアアップ助成金」
のご案内となります。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/subsidy.html


各種支援策 お役立ち情報等のご提供

37

厚生労働省 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
ホーム ＞ トラック運転手TOPページ
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck

自動車運転者の長時間労働改善に
向け、改善事例、解説動画、簡単
自己診断ツール、相談窓口の案内
等の様々な情報を発信していま
す。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck


各種支援策 相談窓口のご案内

38

トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/consultation
トラック運転手の長時間労働改善のための専門の相談窓口です。
運送事業者の方、発着荷主の方からのご相談に、業界に詳しい
労務管理や物流改善の専門家が対応します。
【相談例】
トラック運転手の時間外労働の削減に向けて、荷主に協力

してもらいたいが、どう話し合えばいいかわからない。

岡山働き方改革推進支援センター
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/okayama/
トラック運転手に限らず、労務管理全般に対して、働き方改革
に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、
社労士等の専門家が対応します。
【相談例】
事務員も含めた、事業所の労働者全員に対する処遇改善、

雇用管理改善等の働き方改革に取り組んでいきたい。
38

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/consultation
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/okayama/


ご清聴ありがとうございました


